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IT投資（ソフト・ハード）の会計と税務入門【オンラインライブ】 (4125091)

IT投資（ソフト・ハード）の会計と税務入門～自社利用ソフトウェアを中心とした日本基準・IFRS・税務基準の基礎からの解説～

本講座では、IT投資（ハードウェア・ソフトウェア）について、現行の日本基準、IFRS、税務基準について解説します。併せて

クラウドコンピューティングの利用における会計処理など最新の動向もお伝えいたします。

開催日時 2026年1月23日(金) 9:00-16:00ライブ配信

JUAS研修分類 共通業務(財務・税務・会計)

カテゴリー 共通業務（契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管
理）・セキュリティ・システム監査 専門スキル

講師 南俊基 氏
（南公認会計士事務所　代表　株式会社ビジネスアーツ　代表取締役 公認会計士 ）
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、
慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了（経営学修士）
監査法人トーマツにて、会社更生法会社の監査や財務調査に従事する。
ソニー株式会社100％出資の経営戦略コンサルティング会社ジェンシスコンサルティ
ング株式会社にて
事業戦略の立案等に従事する。財務省理財局にて財政投融資監査業務に従事する。
バイオベンチャーのテラ株式会社にて、創業時から監査役を務め、2009年にJASDAQ
市場に上場する。

現在は南公認会計士事務所の代表として、メーカー、IT企業、バイオベンチャー企
業等に対して、
事業戦略、財務戦略、コスト管理に関するコンサルタントとして活躍している。
あわせて企業向けに財務、管理会計の研修を数多くこなしている。
総合辞書サイトJLogosを運営するエア株式会社の取締役も務める。
公認会計士、税理士、日本証券アナリスト協会検定会員

参加費 ＪＵＡＳ会員/ITC：35,200円 一般：45,100円（１名様あたり　消費税込み、テキス
ト込み）【受講権利枚数1枚】

会場 オンライン配信（指定会場はありません）

対象 情報システム開発のマネージャー・リーダー・管理者の方 初級

開催形式 講義

定員 25名

取得ポイント ※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。（2時間1ポイント）

ITCA認定時間 6

主な内容

■受講形態

ライブ配信（Zooｍミーティング）【セミナーのオンライン受講について 】

■テキスト

開催７日前を目途にマイページ掲載

■開催日までの課題事項

特になし

コンピュータのハードウェア、ソフトウェアへの投資であるIT投資は多額になっています。IT投資に対する正しい会計処理が実現されなけ

れば、財務報告の信頼性を歪めることになります。

税務・会計の知識は経理部門に求められるものであると一般的には認識されていますが、例えば、システム開発を行う場合、開発コストの

範囲をどこまで考えるべきか、年度ごとの運用コストはどのように算定されるのか、IT投資の損失計上はどのような場合に行われるのか等、

IT投資の意思決定を行う場合、税務・会計の知識が必要になります。

また、会計上はIT資産の評価を下げなければ適切な会計処理といえない場合であっても、税務では損金として認められないなど、近時、税

務と会計の処理の違いが大きくなっています。

本講座では、IT投資（ハードウエア・ソフトウェア）について、現行の日本基準、IFRS、税務基準について解説します。

https://juasseminar.jp/seminar-event/open_seminar/pdf/onlineguide.pdf


併せてクラウドコンピューティングの利用における会計処理など最新の動向もお伝えいたします。

◆主な研修内容：

第１部 自社利用ソフトウェアの会計処理

（１）自社利用ソフトウェア会計の概要

・投資時から廃棄時までの一連の流れに沿って

・関係する勘定科目/研究開発費との関係

（２）投資計画時

・計画時に考慮しなければならない点

・会計処理上のソフトウェアの分類

（３）開発時・取得時

・資産計上要件と資産計上の開始時点

・外部に委託して開発した場合

・内部で開発した場合

・資産計上の終了時点と取得価額の範囲

・必要とされる証憑の確認

（４）運用時

・考えられる償却方法

・償却年数の考え方

・保守・バージョンアップの取扱い

・修繕費と資本的支出の区分

（５）決算期末時

・減損会計の仕組み

・想定される減損処理例

（６）廃棄時

・除却処理

・一部機能を残した場合の取扱い

（７）クラウドサービスの課題

（８）その他

・機器組込ソフトウェアの取扱い

・リース契約に基づくソフトウェア・ハードウェアの取得

・少額減価償却資産の取扱い

・ソフトウェアの転用の取扱い

・IFRSにおける会計処理

第２部 自社利用ソフトウェアの税務

（１）ソフトウェアの取得と税務

（２）ソフトウェアの取得価額の算定

・外部購入のケース

・自社作成のケース

（３）ソフトウェアの取得時期

（４）ソフトウェアの耐用年数と償却方法

（５）ソフトウェアの評価損・除却損の計上（「除却」と言える条件ほか）

＜参加者の声＞

・実例をまじえた講義となっており、理解がふかまった。

・日頃の業務に深く関わる部分もあり、全般的に勉強になった。

・会計と税務の関係性、様々な線引き、講師の経験に基づく説明が具体的で理解しやすかった。


